
２．島本町文化推進計画策定の趣旨 

２－１．計画策定の背景 

①文化推進委員会の経緯 

１昭和６２年４月１日島本町文化推進委員会設置規則が施行され、学識経験者等によ

る島本町文化推進委員会の活動が始まりました。同年１１月には、「島本町の文化に

関する提言（第一次）」が策定され、教育長に提出されました。その提言では、まず、

文化を何らかの基準にてらして価値の高いものだけを文化と呼ぶのではなく、人々の

日々の生活の仕方・慣習などを含めて、ある社会に一般にみられる行動の仕方や、も

のの見方・考え方・感じ方の全体を広く文化（草の根文化・住民文化）と捉えていま

す。そして、地域文化（地域社会ないし地域共同体を担い手とする文化）が文化の画

一性を防ぎ、文化に動態性と活力を与えるとし、その地域文化は世代をこえ時代をこ

えて伝播されてこそ、はじめて地域の人々の生活の中に根をおろすことができ、誇り

をもって伝えようとする強い意思と努力がなければならないと述べられています。ま

た、文化遺産を有形・無形のものだけではなく、山や川などの自然、風景も文化遺産

であると捉え、自然の原風景こそ人間形成にとって決定的要素であり、ふるさと意識

の核をなすものであると述べられています。さらにはこれらの文化遺産を保護する考

えのもと、文化財台帳の編成の必要性や文化財保護条例の制定、文化財専門職員の配

置についてなど文化財保護施策についても提言を行っています。 

 平成９年には「島本町の文化行政について」とした意見をだしています。その意見

の中では、町固有の地域文化として、町の文化の特色、文化的カラーを発見する必要

があるとして、島本の歴史の中で、後鳥羽上皇の歌に代表されるように、水無瀬をう

たった歌が多く存在していることから、「うた」をキーワードとして、住民が地域の

文化を理解し、郷土としての愛着を深めることができるように、教室や講演会、短歌・

川柳のコンテストなどの事業を行うことができるという意見を述べています。 

 そして、その後も、伝統文化と現代文化の調和をはかり、未来文化の発展に資する

ため、また、島本町の文化の振興のために活発な議論を行ってきました。 

 それらの提言や意見、議論の集大成として、島本町文化推進計画を策定しました。 



②文化芸術振興基本法の整備 

 平成13年2月に『文化芸術振興基本法』が施行されました。この法律では、文化芸

術が心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与するものとして、国及び自治体

がそれらの振興に関する基本事項を定めています。また、文化芸術活動を行うものの

自主性が尊重されており、文化芸術活動の総合的な施策推進を図ることとされていま

す。 
 
 
 

③島本らしさを活かした文化政策推進の必要性 

 島本町は、大阪府の北東部に位置し、京都府との境に接しています。天王山と男山

に挟まれ、その間を山陽道（のちの西国街道）が通り、淀川が流れるという立地より、

古来から水陸ともに交通の要として栄えてきました。このことがまちの歴史に大きな

影響を与え、現在も数多くの文化財が残っています。 

 また、まちの中央を流れる清流「水無瀬川」をはじめとして、町内のいたるところ

に豊かな自然が残されています。 

 このような良好な文化環境と自然環境を、島本らしさとして着目し、文化政策を推

進することが重要であります。 

 平成１５年には、『第３次島本町総合計画』が策定され、まちの将来目標として「自

然と調和した個性と活力のある人間尊重のまち」が掲げられました。また、豊かな自

然と歴史的・文化的遺産の適切な保護や保全など、より一層の文化・芸術の振興に努

め、児童・生徒・住民への公開・学習としての活用をすすめ、住民の郷土意識の向上

が謳われています。 

 



２－２．計画の目的 
以下に示す項目を目的として、本計画を策定します。 

①行政による条件整備 

 推進計画、条例制定等。 

 町立歴史文化資料館の充実、史跡案内板などの設置、適正な補助金交付。 

 人材育成、ボランティアの組織化。 

 

②多様な文化芸術の保護及び発展 

 人間の精神活動及びその現れである文化芸術は多様であり、こうした多様な文化芸

術の共存が文化芸術の幅を広げ、その厚みを加えるものとなることを踏まえ、多様な

文化芸術を保護し、その継承・発展を図ります。 

③島本町固有の歴史文化・自然の次代への継承 

 住民と行政が、島本町固有の歴史文化・文化遺産、自然などを大切にし、新たな文

化創造活動が活発に行われ、次代に引き継がれるように協働して考え、行動を積み重

ねていきます。 

 

２－３．計画の位置づけ 

 島本町文化推進計画は、長期的な視点に基づいた、文化推進の総合的な戦略として

施策を体系化するものであります。 

 教育重点目標や、総合計画、重点施策に位置づけていきます。 

 

２－４．計画の期間 

 本計画の計画期間は10年とします。 

 社会経済情勢の変化等により、適宜見直すこととします。 

 

 



 


